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令和４年８月１９日 

自動車局自動車情報課 
 

車検証電子化についての周知用ウェブサイトの開設について 

～電子車検証や車検証閲覧サービスなどをわかりやすく解説します～ 
令和５年１月から車検時等に電子車検証が交付されます。これに伴い、従来の紙の車検

証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サー

ビス」や、国から委託を受けた民間車検場（指定自動車整備工場）が車検証の有効期間を更

新できる「記録等事務代行サービス」を新たに開始します。 

自動車ユーザー、自動車関係の業務を担う方々に、電子車検証の仕様や、車検証電子化

に伴って令和５年１月から新たに開始するサービスに関する情報をお知らせするため、本

日、「電子車検証特設サイト」を開設致しました。今後も随時内容を追加していきます。 

１．「電子車検証特設サイト」のコンセプト 

  車検証の電子化は自動車ユーザーや自動車関係の業務を担う方々にとっては大きな

変更点となることから、電子車検証についてイラスト等を交えながらわかりやすく解

説することを目的としております。 

 また、自動車ユーザー等が車検証の電子化に関する必要な情報を入手できるよう、電

子車検証に関する情報や所要のアプリの入手方法等の情報を集約しました。 

 

２．「電子車検証特設サイト」に掲載されている主なコンテンツ 

 ●電子車検証について 

令和５年１月より交付される電子車検証の仕様や記録事項等を掲載 

 ●車検証閲覧サービスについて 

電子車検証の IC タグ情報の閲覧・参照及び車検証情報を電子ファイルでダウンロ

ードするためのアプリについての説明やダウンロード方法等を掲載 

 ●記録等事務代行サービスについて 

サービスについての説明やサービスの実施可能な事業者の一覧表等を掲載 

※サイトの画面イメージについては別紙をご覧ください。 

 

３．「電子車検証特設サイト」の URL・二次元コードはこちら（パソコン・スマホ共通） 

 
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/ 

 

４．参考 

   車検証電子化に関する制度面の詳細につきましては、令和４年５月２０日付け「道路運送

車両法施行規則等の改正について～車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等

事務の委託手続等を定めました～」も併せてご参照ください。 

⇒https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000131.html 

 

 
【問い合わせ先】 

国土交通省自動車局自動車情報課 鈴木、伊堂寺、近藤 03-5253-8111（内線 42115） 

直通：03-5253-8588  FAX:03-5253-1639 
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トップページ（※PCのイメージ）

メインビジュアル部の画面遷移

メインビジュアル部

対象者選択部

お知らせ部

リーフレット部

スマホ画面

※画面の構成はPC版と同じです。

P2へ P3へ

P4へ
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自動車ユーザー向けページ（※PCのイメージ）

●電子車検証の仕様や記録事項についてご説明
しています

●閲覧アプリの概要や使い方をご説明しています

※今後使い方についての動画も追加予定です

（画面イメージ）

（画面イメージ）
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事業者向けページ（※PCのイメージ）

●記録等事務代行サービスの概要、サービス提供者
（記録等事務代行者）になるための手続き、サービ
ス提供者となった場合に利用するアプリについてご説
明しています。

（画面イメージ）
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周知用リーフレット（表面）

※リーフレットデザインは制作中のため変更になる可能性があります。
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周知用リーフレット（裏面）

※リーフレットデザインは制作中のため変更になる可能性があります。
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【
別
紙
１
】
電
子
車
検
証
・
記
録
等
事
務
委
託
制
度

現 行 電 子 化 後

ユ
ー
ザ
ー

車
検
証
送
付

車
検
依
頼

車
検
完
了

指
定
整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局
等

O
S
S
申
請

新
旧

車
検

証
の

交
換

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
必
要

ユ
ー
ザ
ー

指
定
整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局
等

カー
ド情

報
読

取

現 行 電 子 化 後

Ｉ
Ｃ

タグ
の

記
録

等
を実

施
可

能
とす

る
た

め
の

国
か

らの
委

託
す

る
制

度
の

創
設

１
．

自
動

車
検

査
証

の
Ｉ

Ｃ
カー

ド化
２

．
Ｉ

Ｃ
タグ

の
記

録
等

事
務

の
委

託

【 表 面( イ メ ー ジ) 】 【 裏 面( イ メ ー ジ) 】

ピ
ッ

Ｉ
Ｃ

タグ
の

記
録

O
S
S
申
請

更
新
可
能
通
知

審
査

M
O
T
A
S
更

新

車
検

証
発

行

（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

検
査

標
章

発
行

検
査
標
章
受
領

印
刷
可
能
通
知

検
査

標
章

の
印

刷

審
査

M
O
T
A
S
更

新
（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
不
要

車
検
依
頼

車
検
完
了

〇
令

和
5年

1月
よ

り、
自

動
車

検
査

証
を

電
子

化
す

る
とと

も
に

、継
続

検
査

に
係

る
自

動
車

検
査

証
へ

の
記

録
等

に
関

す
る

事
務

及
び

自
動

車
検

査
証

の
変

更
記

録
に

関
す

る
事

務
を

運
輸

支
局

長
等

が
一

定
の

要
件

を
備

え
る

者
（

指
定

整
備

事
業

者
、行

政
書

士
等

）
に

委
託

す
る

制
度

（
記

録
等

事
務

委
託

制
度

）
を

導
入

。な
お

、軽
自

動
車

に
つ

い
て

は
令

和
6年

1月
よ

り導
入

予
定

。
〇

これ
に

よ
り、

継
続

検
査

等
に

お
け

る
運

輸
支

局
等

へ
の

来
訪

が
不

要
とな

り、
オ

ン
ライ

ンで
完

結
した

申
請

を
実

現
。
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2

【
別
紙
２
】
電
子
車
検
証
の
仕
様

【台
紙
】

寸
法

：
縦

10
5m

m
、横

17
7.

8m
m

（
7イ

ンチ
）

紙
厚

：
15

0µ
m

（
四

六
判

11
0k

g）

【I
Cタ
グ
】

通
信

規
格

：
IS

O
/I

EC
14

44
3 

Ty
pe

A
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【
別
紙
３
】
自
動
車
検
査
証
の
券
面
記
載
事
項
と
IC
タ
グ
記
録
事
項

自
動
車
登
録
番
号
／
車
両
番
号

車
名
・型
式

自
動
車
の
種
別

用
途

自
家
用
・事
業
用
の
別

交
付
年
月
日

車
体
の
形
状

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力

＜
券
面
記
載
事
項
＞

原
動
機
の
型
式

軸
重
（
前
前
・前
後
・後
前
・後
後
）

型
式

乗
車
定
員
／
最
大
積
載
量

車
台
番
号

使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

長
さ
／
幅
／
高
さ

燃
料
の
種
類

車
両
重
量
／
車
両
総
重
量

初
度
登
録
年
月
／
初
度
検
査
年
月

車
両
識
別
符
号
（
車
両
ID
）
※
車
両
ご
とに
不
変
の
番
号
とし
て
電
子
化
に
伴
い
付
与

牽
引
重
量
又
は
第
五
輪
荷
重

必
要
な
整
備
を
行
うべ
き
こと
を
命
じた
自
動
車
で
あ
る
旨

破
壊
試
験
を
行
って
い
な
い
装
置
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

保
安
基
準
の
緩
和
を
した
自
動
車
で
あ
る
旨

道
路
維
持
作
業
用
車
の
灯
火
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

備
考
欄
情
報

被
牽
引
自
動
車
で
あ
る
旨

保
安
上
の
技
術
基
準
に
つ
い
て
の
制
限
の
内
容
（
乗
車
定
員
等
の
制
限
）

保
安
上
・環
境
保
全
上
の
必
要
な
指
示
を
した
自
動
車
で
あ
る
旨

タ
ン
ク
自
動
車
の
積
載
物
品
名

タ
ン
ク
自
動
車
の
積
載
物
品
名

青
色
防
犯
灯
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

総
重
量
7t
以
上
の
貨
物
自
動
車
に
あ
って
は
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
・容
量

貸
渡
自
動
車
（
ワ
ン
ウ
ェイ
方
式
）
で
あ
る
旨

軽
自
動
車
で
最
高
速
度
60
km
/h
の
うち
、高
速
道
路
を
運
行
しな
い
も
の
で
あ
る
旨

＜
券
面
非
表
示
事
項
（
IC
タ
グ
の
み
）
＞

所
有
者
の
氏
名
・住
所

使
用
者
の
住
所

自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間

使
用
の
本
拠
の
位
置

被
牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

保
安
上
・環
境
保
全
上
の
必
要
な
指
示
を
した
自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
内
容

保
安
基
準
を
緩
和
した
自
動
車
に
あ
って
は
そ
の
内
容

備
考
欄
情
報

特
区
法
の
規
定
に
よ
る
特
殊
仕
様
自
動
車
の
内
容

牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
被
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
総
重
量

牽
引
自
動
車
で
あ
る
旨

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
で
あ
る
旨

※
下
線
の
事
項
は
、電
子
化
に
伴
い
「そ
の
旨
」の
み
を
券
面
に
記
載
し、
具
体
的
な
内
容
は
IC
タ
グ
に
記
録
す
る
も
の

現
行

の
車

検
証

情
報

は
IC

タグ
に

全
て

記
録

汎
用

の
カー

ドリ
ー

ダー
で

読
取

可
能

（
読

取
機

能
付

き
ス

マー
トフ

ォン
に

も
対

応
）
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【
別
紙
４
】
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
の
概
要

国
土
交
通
省

あ
な
た
の
お
車
「
品
川
3
0
0
お
1
2
3
4
」

の
車
検
の
有
効
期
間
が

近
づ
い
て
い
ま
す
。

（
有
効
期
間
*
*
年
*
*
月
*
*
日
）

電
子
車
検
証

！
通
知
！

①
「
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
」
の
提
供

②
車
検
証
有
効
期
間
更
新
時
期
の
通
知

自
動
車
ユ
ー
ザ
ー

○
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル

Ｐ
！

○
今

後
IC

タグ
に

記
録

され
る

こと
に

な
る

有
効

期
間

や
使

用
者

住
所

、所
有

者
情

報
に

つ
い

て
、ユ

ー
ザ

や
関

係
事

業
者

は
、車

検
証

閲
覧

ア
プ

リを
活

用
して

当
該

情
報

を
確

認
す

る
。

○
閲

覧
ア

プ
リに

よ
り、

車
検

証
情

報
の

確
認

の
ほ

か
、車

検
証

情
報

ファ
イル

の
出

力
（

PD
F等

）
や

車
検

証
情

報
以

外
の

情
報

の
確

認
等

も
可

能
に

な
る

予
定

。
○

ま
た

、車
検

証
閲

覧
アプ

リを
イン

ス
トー

ル
した

ユ
ー

ザ
ー

に
は

車
検

証
有

効
期

間
更

新
時

期
をお

知
らせ

す
る

サ
ー

ビス
を開

始
予

定
。

サ
ー
ビス
の
概
要

利
用
開
始
時
期

サ
ー
ビス
時
間

利
用
可
能
者

利
用
可
能
機
器

20
23

年
1月

～
24

時
間

36
5日

車
検

証
原

本
を

所
持

す
る

者
提

示
を

受
け

られ
る

者
PC

ス
マ

ー
トフ

ォン

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リの
概
要

・車
検

証
情

報
の

閲
覧

・車
検

証
情

報
ファ

イル
の

出
力

・リ
コー

ル
情

報
等

の
確

認
…

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
の
機
能
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【
別
紙
５
】
記
録
等
事
務
の
委
託
手
続

２
．
記
録
等
事
務
の
委
託
に
か
か
る
主
な
手
続
等

（
１
）
申
請
先
：

運
輸

監
理

部
長

又
は

運
輸

支
局

長
（

軽
自

動
車

に
係

る
記

録
等

事
務

の
委

託
を

受
け

よう
とす

る
場

合
は

、軽
自

動
車

検
査

協
会

）

（
２
）
委
託
要
件

①
当

該
事

務
を

行
うの

に
必

要
か

つ
適

切
な

能
力

を有
す

る
こと

②
適

切
な

組
織

体
制

で
あ

る
こと

③
必

要
な

設
備

等
を

有
す

る
こと

（
３
）
そ
の
他

○
標

識
の

掲
示

、検
査

標
章

の
保

管
及

び
紛

失
届

、
事

業
場

の
位

置
変

更
の

承
認

や
氏

名
等

変
更

届
、業

務
廃

止
届

等
の

手
続

○
委

託
の

解
除

手
続

き
等

１
．
記
録
等
事
務
委
託
制
度
の
対
象
手
続
等

特
定

記
録

等
事

務
（

改
正

法
第

74
条

の
５

）
特

定
変

更
記

録
事

務
（

改
正

法
第

74
条

の
６

）

(１
)対

象
手

続
継

続
検

査
変

更
登

録
、移

転
登

録
（

券
面

変
更

を伴
わ

な
い

場
合

の
み

（
例

：
所

有
者

の
氏

名
・住

所
）

）

(２
)申

請
方

式
電

子
申

請
（

O
SS

申
請

）
（

窓
口

申
請

は
対

象
外

）

特
定

記
録

等
事

務
行

政
書

士
又

は
行

政
書

士
法

人
、（

一
社

）
日

本
自

動
車

販
売

協
会

連
合

会
、（

一
社

）
日

本
自

動
車

整
備

振
興

会
連

合
会

、
（

一
社

）
全

国
軽

自
動

車
協

会
連

合
会

（
検

査
対

象
軽

自
動

車
の

み
）

、指
定

自
動

車
整

備
事

業
者

特
定

変
更

記
録

事
務

行
政

書
士

又
は

行
政

書
士

法
人

自
動

車
検

査
証

へ
の

記
録

の
適

切
な

実
施

、検
査

標
章

の
保

管
・出

納
管

理
・法

令
遵

守
等

の
監

督
、連

絡
体

制
の

構
築

、記
録

事
務

責
任

者
の

選
任

等

イン
ター

ネ
ット

接
続

環
境

、パ
ソコ

ン、
プリ

ンタ
（

市
販

レー
ザ

プリ
ンタ

又
は

イン
クジ

ェッ
トプ

リン
タ（

純
正

顔
料

イン
ク）

、
個

人
を認

証
す

る
も

の
（

マイ
ナ

ンバ
ー

カー
ド又

は
gb

iz
ID

)、
IC

カー
ドリ

ー
ダ・

ライ
タ、

セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

、盗
難

防
止

措
置

等
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M
in

is
tr

y 
of

 L
an

d,
 In

fr
as

tr
uc

tu
re

, T
ra

ns
po

rt
 a

nd
 T

ou
ri

sm

機
密
性
２
情
報

大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
に
つ
い
て

令
和
４
年
９
月

東
北
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
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掲
載
事
項

１
．
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
令
和
３
年
度
）

２
．
タ
イ
ヤ
交
換
作
業
等
の
実
態
調
査
結
果

（
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
に
係
る
調
査
検
討
Ｗ
Ｇ
）

３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

４
．
車
輪
脱
着
作
業
手
順
（
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト
）

５
．
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
特
別
ペ
ー
ジ
の
紹
介
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１
．
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
令
和
３
年
度
）
①

大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
発
生
件
数
の
推
移

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

6
7

8
1

11
2

13
1

2
3

4
0

17

2
6

4
8

4
3

4
5

1
0

1
0

1
0

2
0

4
0

6
0

8
0

10
0

12
0

14
0

H
2
9

H
3
0

R
1

R
２

R
３

大
型
車
車
輪
脱
落
事
故
*
発
生
件
数
の
推
移

全
国

う
ち
人
身
事
故
（
全
国
）

東
北

う
ち
人
身
事
故
（
東
北
）

•
事
故
件
数
は
、
対
前
年
度
比
２
件
増
。

•
過
去
最
多
と
な
っ
た
令
和
元
年
度
に
続
き
３
年
連
続
で
４
０
件
を
超
え
た
。

•
前
年
度
は
人
身
事
故
は
な
か
っ
た
が
、
１
件
軽
傷
を
負
っ
て
い
る
。

※
車
両
総
重
量
8
ト
ン
以
上
の
自
動
車
又
は
乗
車
定
員
3
0
人
以
上
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
車
輪
を
取
り

付
け
る
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
の
折
損
又
は
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
脱
落
に
よ
り
車
輪
が
自
動
車
か
ら
脱

落
し
た
事
故

1

6

1
3

4
1

051015

H
2
9

H
3
0

R
1

R
２

R
３

青
森

青
森
発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故
（
青
森
）

3
3

11
15

12

051015

H
2
9

H
3
0

R
1

R
２

R
３

岩
手

岩
手
発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故
（
岩
手
）

5
6

11

6
9

051015

H
2
9

H
3
0

R
1

R
２

R
３

宮
城

宮
城
発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故
（
宮
城
）

2
5

7
5

8

1

051015

H
2
9

H
3
0

R
1

R
２

R
３

秋
田

秋
田
発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故
（
秋
田
）

3
3

14

9
9

1

051015

H
2
9

H
3
0

R
1

R
２

R
３

山
形

山
形
発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故
（
山
形
）

3
3

4
5

3

051015

H
2
9

H
3
0

R
1

R
２

R
３

福
島

福
島
発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故
（
福
島
）
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１
．
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
令
和
３
年
度
）
②

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

バ
ス

1件

ト
ラ
ッ
ク
４
４
件

業
態
別
（
大
型
バ
ス
・
大
型
ト
ラ
ッ
ク
）

事
業
用
３
２
件

自
家
用
１
３
件

事
業
用
・
自
家
用
別

・
前
年
度
は
ト
ラ
ッ
ク
の
み
の
発
生
だ
っ
た
が

令
和
３
年
度
は
バ
ス
で
も
１
件
発
生
。

•
対
前
年
度
比
は
事
業
用
４
件
増
、
自
家
用
３
件
減
、
自
家
用

に
は
バ
ス
の
発
生
も
あ
る
。

2
6

11

1
1

1
1

2
2

0510152
0

2
5

3
0

～
１月

～
２
月

～
３
月

～
４
月

～
５
月

～
６
月

６
月
～

不
明

車
輪
脱
着
作
業
か
ら
事
故
発
生
ま
で
の
期
間
別
件
数
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１
．
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
令
和
３
年
度
）
③

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

1

3

1

0

3
3

1

15

8
8

1
1

051015

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１０
月

１１
月

１２
月

１月
２
月

３
月

発
生
月
別
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況

•
４
５
件
の
う
ち
、
１
１
月
か
ら
１
月
に
３
１
件

（
６
８
．
８
％
）
発
生
と
冬
期
に
集
中

•
対
前
年
比
は
２
件
増
（
２
９
件
（６
７
．
４
％
))

n
=
4
5

1
1

0
0

0

1
1

1

19

6

0
0

0
0510152
0

３
月
４
月
５
月
６
月

７
月

８
月
９
月
１０
月
１１
月
１２
月
１月

２
月

３
月

車
輪
脱
落
直
前
の
３
ヶ
月
以
内
に
「
タ
イ
ヤ
交
換
」
を
実
施
し
た
車
両

に
よ
る
事
故
件
数

（
タ
イ
ヤ
交
換
実
施
時
期
別
）

n
=
3
0

•
タ
イ
ヤ
交
換
作
業
が
集
中
す
る
１
１
月
か
ら
１
２
月
に

実
施
し
た
車
両
の
事
故
が
２
５
件
（
５
５
．
５
％
）
。

•
交
換
作
業
ピ
ー
ク
の
１
１
月
に
集
中
す
る
傾
向
。
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１
．
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
令
和
３
年
度
）
④

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

大
型
車
ユ
ー
ザ
ー

２
５
件

5
6
%

タ
イ
ヤ
業
者

１０
件

2
2
%

整
備
工
場

８
件

１８
%

そ
の
他

１件
２
%

不
明

１件
2
%

タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
実
施
者
別

タ
イ
ヤ
交
換

３
３
件
７
３
%

タ
イ
ヤ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

５
件
１１
%定
期
点
検

５
件
11
%

不
明

２
件

5
%

タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
内
容
別

•
大
型
ユ
ー
ザ
ー
の
交
換
に
よ
る
も
の
が
半
数

以
上
を
占
め
る
傾
向
で
前
年
度
と
同
比
。

•
タ
イ
ヤ
交
換
・
タ
イ
ヤ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
大
半
を
占
め
る
傾
向
。

•
タ
イ
ヤ
交
換
が
前
年
度
７
０
％
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
増
加
傾
向
。

●
タ
イ
ヤ
交
換

・
通
常
タ
イ
ヤ
か
ら
冬
用
タ
イ
ヤ
へ
の
交
換

・
冬
用
タ
イ
ヤ
か
ら
通
常
タ
イ
ヤ
へ
の
交
換

・
パ
ン
ク
や
摩
耗
し
た
タ
イ
ヤ
の
交
換

な
ど

●
タ
イ
ヤ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

・
タ
イ
ヤ
の
摩
耗
が
偏
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
前
後
・
左

右
の
タ
イ
ヤ
を
入
れ
替
え
る
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１
．
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
令
和
３
年
度
）
⑤

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

14

10

9

4

2

3

1

2

051015

ダ ン プ

キ ャ ブ オ ー バ

バ ン
冷 蔵 冷 凍 車

コ ン テ ナ 専 用 車

ト ラ ク タ

リ ア ー エ ン ジ ン

セ ミ ト レ ー ラ

車
体
の
形
状
別
発
生
件
数

n
=
4
5

0

2
2

6

8
8

6

5

2

6

0246810

登
録
年
か
ら
事
故
発
生
ま
で
の
車
齢 n
=
4
5

•
初
度
登
録
し
て
か
ら
４
年
～
７
年
経
過
し
て
い

る
車
両
で
多
く
脱
落
し
て
い
る
傾
向
。

•
１
０
年
以
上
経
過
し
て
い
る
車
両
も
増
加
傾
向
。

ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
緩
み

４
０
件

ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
折
損

５
件

タ
イ
ヤ
脱
落
時
の
原
因

•
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
緩
み
に
よ
る
も
の
が
大

半
を
占
め
る
傾
向
。

Ｊ
ＩＳ
方
式
５
件

ＩＳ
Ｏ
方
式
４
０
件

締
め
付
け
方
式

n
=
4
5

•
締
め
付
け
方
式
は
ＩＳ
Ｏ
方
式
に
よ
る
も
の
が

大
半
を
占
め
る
傾
向
。

n
=
4
5
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１
．
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
令
和
３
年
度
）
⑥

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

増
し
締
め
無
し

２
４
件

増
し
締
め
有
り

１
８
件

不
明

３
件

脱
着
作
業
後
の
増
し
締
め
実
施
の
有
無

n
=
4
5

「
増
し
締
め
有
り
」
１
８
件
に
つ
い
て
、
脱
落
の
推
定
要
因

•
デ
ィ
ス
ク
ホ
イ
ー
ル
、
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
等
の
劣
化
・
摩
耗
：
５
件

•
ネ
ジ
部
、
ハ
ブ
面
の
錆
・
汚
れ
等
：１
４
件

•
「
増
し
締
め
有
り
」
１
８
件
は
、
大
半
が
大
型
車
ユ
ー
ザ
ー
自
ら
車
輪
脱
着
作
業
を
実
施
し
、
自
ら
増
し
締
め
も

実
施
し
て
い
る
が
、
脱
落
発
生
ま
で
１
月
以
内
が
９
件
、
２
ヶ
月
以
内
の
も
の
が
６
件
と
な
っ
て
お
り
、
車
齢
６
年

以
上
経
過
し
て
い
る
車
両
が
１
３
件
と
大
半
を
占
め
て
い
る
。

•
経
年
劣
化
の
影
響
も
あ
り
、
ネ
ジ
部
、
ハ
ブ
面
の
錆
、
汚
れ
等
の
除
去
不
十
分
や
潤
滑
剤
の
塗
布
不
十
分
等

に
よ
り
、
適
正
な
締
付
力
が
得
ら
れ
ず
脱
落
に
至
っ
た
と
推
定
。

•
日
常
に
お
い
て
行
う
点
検
や
確
認
が
不
十
分
で
あ
り
、
緩
み
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
脱
落
に
至
る
と
推
定

【
対
策
の
方
向
性
】

•
ネ
ジ
部
・
ハ
ブ
面
の
錆
・
汚
れ
等
の
清
掃
作
業
や
適
切
な
潤
滑
剤
の
塗
布
を
実
施

•
劣
化
・
摩
耗
が
進
ん
だ
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
、
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
等
は
早
め
に
交
換

•
マ
ー
キ
ン
グ
・
ナ
ッ
ト
マ
ー
カ
ー
等
の
活
用
に
よ
る
日
常
に
お
い
て
行
う
確
認
の
実
施
（
特
に
左
後
輪
）

左
後
輪

４
５
件

脱
落
車
輪
箇
所

左
輪
タ
イ
ヤ
の
脱
落
割
合
が
高
い
こ
と
の
推
定
原
因

左
輪
タ
イ
ヤ
が
多
く
脱
落
す
る
原
因
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

・
右
折
時
は
、
比
較
的
高
い
速
度
を
保
っ
た
ま
ま
旋
回
す
る
た
め
、
遠
心
力
に
よ
り
積
み
荷
の
荷
重
が
左
輪

に
大
き
く
働
く
。

・
左
折
時
は
、
低
い
速
度
で
あ
る
が
、
左
後
輪
が
ほ
と
ん
ど
回
転
し
な
い
状
態
で
旋
回
す
る
た
め
、
回
転
方
向

に
対
し
て
垂
直
に
タ
イ
ヤ
が
よ
じ
れ
る
よ
う
に
力
が
働
く
。

・
道
路
は
中
心
部
が
高
く
作
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
車
両
が
左
（
路
肩
側
）
に
傾
き
、
左
輪
に
よ

り
大
き
な
荷
重
が
か
か
る
。

前
輪
は
、
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
緩
み
等
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
ハ
ン
ド
ル
の
振
動
等
に
よ
り
運
転
手

が
気
付
き
や
す
い
。

•
脱
落
箇
所
は
左
後
輪
で
１
０
０
％n
=
4
5
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２
．
タ
イ
ヤ
交
換
作
業
等
の
実
態
調
査
結
果

（
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
に
係
る
調
査
検
討
WG
）

出
典
：
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
に
係
る
調
査
検
討
WG
－
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
の
方
向
性
－
中
間
と
り
ま
と
め

概
要
版
：
ht
tp
s:
//
ww
w.
ml
it
.g
o.
jp
/j
id
os
ha
/j
id
os
ha
/t
en
ke
ns
ei
bi
/i
ma
ge
s/
t2
-1
/W
Gc
hu
ka
n_
ab
st
.p
df

詳
細
版
：
ht
tp
s:
//
ww
w.
ml
it
.g
o.
jp
/j
id
os
ha
/j
id
os
ha
/t
en
ke
ns
ei
bi
/i
ma
ge
s/
t2
-1
/W
Gc
hu
ka
n.
pd
f

◎
車
輪
脱
落
事
故
を
起
こ
し
て
い
な
い
事
業
者
の
タ
イ
ヤ
交
換
作
業
等
の
実
態
を
把
握

す
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
形
式
に
よ
る
調
査
を
実
施
し
、
車
輪
脱
落
事
故
を
起
こ
し

た
事
業
者
の
実
態
と
比
較
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

事
故
発
生
事
業
者
は
自
社
で
の
タ
イ
ヤ
交
換
が
多
い
の
に
対
し
、
事
故
未
発
生
事

業
者
は
外
注
業
者
（
タ
イ
ヤ
交
換
業
者
、
整
備
工
場
）
で
の
タ
イ
ヤ
交
換
が
多
い
。

タ
イ
ヤ
交
換
時
の
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
、
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
劣
化
摩
耗
状
況

確
認
は
、
事
故
発
生
事
業
者
の
方
が
実
施
し
て
い
る
割
合
は
低
い
。

タ
イ
ヤ
交
換
時
は
、
い
ず
れ
の
事
業
者
の
場
合
で
も
規
定
さ
れ
た
締
め
付
け
ト
ル

ク
で
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
を
締
め
付
け
て
い
な
い
実
態
が
多
い
。

増
し
締
め
を
実
施
し
て
い
な
い
割
合
は
、
事
故
未
発
生
事
業
者
の
方
は
低
い
も
の

の
緩
み
が
あ
れ
ば
実
施
し
て
い
る
割
合
が
高
い
。

増
し
締
め
時
は
、
事
故
未
発
生
事
業
者
の
方
が
規
定
さ
れ
た
締
め
付
け
ト
ル
ク
で

ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
を
締
め
付
け
て
い
る
実
態
が
多
い
。
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

◎
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
折
損
、
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
脱
落
に
よ
り
車
輪
が
脱
落

②
ホ
イ
ー
ル
・
デ
ィ
ス
ク
の
が
た
つ
き
が
発
生

③
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
に
過
度
な
負
荷
が
生
じ
、
ボ
ル
ト
折
損
や
ナ
ッ
ト
脱
落
発
生

④
こ
の
た
め
、
ホ
イ
ー
ル
・
デ
ィ
ス
ク
が
車
軸
と
保
持
で
き
な
く
な
り
、
車
輪
脱
落

が
発
生

注
：
本
推
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
実
験
等
で
の
検
証
は
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

（
一
社
）
日
本
自
動
車
工
業
会
作
成
資
料
よ
り

①
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
に
錆
や
傷
が
あ
る
場
合
や
、
エ
ン
ジ
ン

オ
イ
ル
を
塗
布
し
な
い
場
合
に
は
、
規
定
ト
ル
ク
で
締
付

け
て
も
必
要
な
軸
力
（
締
結
力
）
が
得
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
、
初
期
な
じ
み
の
影
響
等
で
、
軸
力
が
徐
々
に
低
下

し
、
ホ
イ
ー
ル
ナ
ッ
ト
の
緩
み
が
発
生

【
予
兆
】

ホ
イ
ー
ル
取
付
後
の
走
行
距
離
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(
1)
ホ
イ
ー
ル
脱
着
作
業
後
の
初
期
な
じ
み
に
よ
る
緩
み
発
生

①
ホ
イ
ー
ル
脱
着
作
業
の
後
、
し
ば
ら
く
走
行
す
る
と
「
初
期
な
じ
み
」
が
生
じ
る
。

ハ ブ
ナ ッ ト

ホ イ ー ル ( 内 側) ホ イ ー ル ( 内 側)

ホ イ ー ル ( 外 側) ホ イ ー ル ( 外 側)

走 行 振 動
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(
1)
ホ
イ
ー
ル
脱
着
作
業
後
の
初
期
な
じ
み
に
よ
る
緩
み
発
生

②
そ
の
ま
ま
走
行
し
て
い
る
と
徐
々
に
緩
み
が
進
み
、
ナ
ッ
ト
が
外
れ
る
。
そ
の
後
ホ
イ
ー
ル
も
外
れ
る
。

ハ ブ

ホ イ ー ル ( 内 側) ホ イ ー ル ( 内 側)

ホ イ ー ル ( 外 側) ホ イ ー ル ( 外 側)

走 行 振 動
ナ ッ ト

ポ
ロ
リ

＜
ポ
イ
ン
ト
＞

初
期
な
じ
み
は
走
行
開
始
直
後
か
ら
生
じ

る
た
め
、
あ
る
程
度
走
行
（
5
0
～
10
0
ｋｍ
）

し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
増
し
締
め
を
行
う
。

そ
の
後
は
、
一
日
一
回
運
行
前
の
日
常
点

検
で
、
緩
み
が
無
い
か
を
確
認
す
る
。

＜
注
意
＞

「
初
期
な
じ
み
が
出
な
い
よ
う
に
」
と
、
規

定
よ
り
大
き
い
ト
ル
ク
で
ナ
ッ
ト
を
締
め
付

け
る
と
、
ボ
ル
ト
の
ネ
ジ
山
を
傷
め
る
た

め
、
結
果
的
に
緩
み
や
す
く
な
り
逆
効
果
。
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(２
)ホ
イ
ー
ル
脱
着
作
業
時
の
ボ
ル
ト
穴
位
置
の
不
一
致
に
よ
る
緩
み
発
生

ハ ブ
ナ ッ ト

走 行 振 動

ワ
ッ
シ
ャ
ー
、
外
側
ホ
イ
ー
ル
、
内
側
ホ
イ

ー
ル
の
重
な
る
面
積
が
小
さ
い
た
め
、
走

行
振
動
で
緩
み
や
す
い

-24-



３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(２
)ホ
イ
ー
ル
脱
着
作
業
時
の
ボ
ル
ト
穴
位
置
の
不
一
致
に
よ
る
緩
み
発
生

ハ ブ
ナ ッ ト

ワ
ッ
シ
ャ
ー
、
外
側
ホ
イ
ー
ル
、
内
側
ホ
イ

ー
ル
の
重
な
る
面
積
が
大
き
く
な
る
た
め
、

緩
み
に
く
く
な
る
。

ピ
タ
ッ
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(３
)ハ
ブ
と
ホ
イ
ー
ル
、
ホ
イ
ー
ル
と
ホ
イ
ー
ル
の
当
た
り
面
の
錆
等
に
よ
る
緩
み
発
生

①
各
当
た
り
面
の
錆
や
泥
等
を
清
掃
し
な
い
ま
ま
組
み
付
け
る
と
・
・
・
。

ハ ブ
ナ ッ ト

ホ イ ー ル ( 内 側) ホ イ ー ル ( 内 側)

ホ イ ー ル ( 外 側) ホ イ ー ル ( 外 側)
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(３
)ハ
ブ
と
ホ
イ
ー
ル
、
ホ
イ
ー
ル
と
ホ
イ
ー
ル
の
当
た
り
面
の
錆
等
に
よ
る
緩
み
発
生

②
当
た
り
面
の
間
に
錆
等
の
層
が
挟
ま
れ
た
状
態
で
締
め
付
け
ら
れ
る
。

ハ ブ
ナ ッ ト

ホ イ ー ル ( 内 側) ホ イ ー ル ( 内 側)

ホ イ ー ル ( 外 側) ホ イ ー ル ( 外 側)
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(３
)ハ
ブ
と
ホ
イ
ー
ル
、
ホ
イ
ー
ル
と
ホ
イ
ー
ル
の
当
た
り
面
の
錆
等
に
よ
る
緩
み
発
生

③
走
行
振
動
に
よ
り
錆
等
の
層
が
脱
落
す
る
。

ハ ブ
ナ ッ ト

ホ イ ー ル ( 内 側) ホ イ ー ル ( 内 側)

ホ イ ー ル ( 外 側) ホ イ ー ル ( 外 側)

走 行 振 動
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(３
)ハ
ブ
と
ホ
イ
ー
ル
、
ホ
イ
ー
ル
と
ホ
イ
ー
ル
の
当
た
り
面
の
錆
等
に
よ
る
緩
み
発
生

④
す
き
間
が
で
き
る
こ
と
に
よ
り
ナ
ッ
ト
の
締
結
力
が
低
下
し
、
走
行
の
振
動
に
よ
り
緩
み
が
生
じ
る
。

ハ ブ
ナ ッ ト

ホ イ ー ル ( 内 側) ホ イ ー ル ( 内 側)

ホ イ ー ル ( 外 側) ホ イ ー ル ( 外 側)

ガ
タ
ガ
タ

走 行 振 動
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(３
)ハ
ブ
と
ホ
イ
ー
ル
、
ホ
イ
ー
ル
と
ホ
イ
ー
ル
の
当
た
り
面
の
錆
等
に
よ
る
緩
み
発
生

⑤
緩
み
が
進
み
、
ナ
ッ
ト
が
外
れ
る
。
そ
の
後
ホ
イ
ー
ル
も
外
れ
る
。

ハ ブ
ナ ッ ト

ホ イ ー ル ( 内 側) ホ イ ー ル ( 内 側)

ホ イ ー ル ( 外 側) ホ イ ー ル ( 外 側)

ポ
ロ
リ

走 行 振 動
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(３
)ハ
ブ
と
ホ
イ
ー
ル
、
ホ
イ
ー
ル
と
ホ
イ
ー
ル
の
当
た
り
面
の
錆
等
に
よ
る
緩
み
発
生

防
ぐ
た
め
に
は
→
当
た
り
面
の
錆
、
泥
、
汚
れ
等
を
し
っ
か
り
落
と
し
て
か
ら
組
み
付
け
る
。

ハ ブ
ナ ッ ト

ホ イ ー ル ( 内 側) ホ イ ー ル ( 内 側)

ホ イ ー ル ( 外 側) ホ イ ー ル ( 外 側)

ピ
タ
ッ
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(３
)ハ
ブ
と
ホ
イ
ー
ル
、
ホ
イ
ー
ル
と
ホ
イ
ー
ル
の
当
た
り
面
の
錆
等
に
よ
る
緩
み
発
生

ボ
ル
ト
や
、
ハ
ブ
は
め
合
い
部
(
イ
ン
ロ
ー
部
)
根
元
の
錆
に
も
注
意
(
錆
が
挟
ま
り
、
ホ
イ
ー
ル
と
ハ
ブ
が
密

着
し
な
い
)。

ハ ブ

ナ ッ ト

ホ イ ー ル ホ イ ー ル

グ
ラ
グ
ラ

ホ イ ー ル ホ イ ー ル

ボ
ル
ト
根
元
の
錆
も

し
っ
か
り
取
り
除
く

密
着
し
な
い
た
め

緩
み
や
す
い

イ
ン
ロ
ー
根
元
の
錆
も

し
っ
か
り
取
り
除
く
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(４
)ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
の
錆
に
よ
る
緩
み
発
生

①
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
の
錆
び
を
落
と
さ
な
い
ま
ま
締
め
付
け
る
と
・
・
・
。

ハ ブ

ナ
ッ
ト

ワ ッ シ ャ ーワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

ボ
ル
ト
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(４
)ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
の
錆
に
よ
る
緩
み
発
生

②
ナ
ッ
ト
が
進
む
に
つ
れ
、
削
れ
た
錆
が
ネ
ジ
山
に
詰
ま
っ
て
い
く
。

ハ ブ

ナ
ッ
ト

ワ ッ シ ャ ーワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

ボ
ル
ト

こ
こ
に
錆
が
詰
ま
る
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(４
)ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
の
錆
に
よ
る
緩
み
発
生

③
ネ
ジ
山
に
詰
ま
っ
た
錆
が
締
め
付
け
の
抵
抗
と
な
り
、
規
定
ト
ル
ク
で
締
め
付
け
て
も
、
本
来
必
要
な
軸

力
(締
結
力
)が
得
ら
れ
な
い
状
態
と
な
る
。

ハ ブ

ナ
ッ
ト

ワ ッ シ ャ ーワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ボ
ル
ト

本
来
必
要
な
軸
力

錆
の
抵
抗
で
小
さ
く

な
っ
た
軸
力
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(４
)ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
の
錆
に
よ
る
緩
み
発
生

④
走
行
振
動
で
緩
む
。
最
終
的
に
ナ
ッ
ト
が
外
れ
、
ホ
イ
ー
ル
も
外
れ
る
。

ハ ブ

ナ
ッ
ト

ワ ッ シ ャ ーワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ボ
ル
ト

走 行 振 動

-36-



３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(４
)ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
の
錆
に
よ
る
緩
み
発
生

防
ぐ
た
め
に
は

→
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
が
錆
び
て
い
る
場
合
、
錆
を
落
と
し
て
か
ら
締
め
付
け
る
。

ハ ブ

ナ
ッ
ト

ワ ッ シ ャ ーワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ボ
ル
ト

ピ
タ
ッ

＜
ポ
イ
ン
ト
＞

錆
の
た
め
ネ
ジ
山
の
形
が
崩
れ
た
り
損
傷

し
て
い
る
場
合
な
ど
、
ボ
ル
ト
・ナ
ッ
ト
の
状

態
に
よ
っ
て
は
、
規
定
ト
ル
ク
で
締
め
付
け

て
も
「
必
要
な
軸
力
（
締
結
力
）
」
が
得
ら
れ

る
と
は
限
ら
な
い
。

ネ
ジ
山
に
エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
な
ど

の
指
定
油
脂
を
薄
く
塗
布
す
る

こ
と
も
忘
れ
ず
に
。
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(５
)
IS
O方
式
ナ
ッ
ト
ワ
ッ
シ
ャ
ー
の
固
着
に
よ
る
緩
み
発
生

①
IS
O
方
式
の
ナ
ッ
ト
ワ
ッ
シ
ャ
ー
に
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
回
る
こ
と
で
締
め
付
け
時
の
回
転
抵
抗
を
軽
減
す

る
機
能
が
あ
る
。 ハ ブ

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

ナ ッ ト

ワ
ッ
シ
ャ
ー
が
ホ
イ
ー
ル
に
当
た
っ
た
後
、

ナ
ッ
ト
の
み
が
回
転
す
る
こ
と
に
よ
り
、

締
め
付
け
時
の
抵
抗
を
軽
減
し
て
い
る
。

こ
の
部
分
が
回
転
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(５
)
IS
O方
式
ナ
ッ
ト
ワ
ッ
シ
ャ
ー
の
固
着
に
よ
る
緩
み
発
生

②
ナ
ッ
ト
ｰ
ワ
ッ
シ
ャ
ー
間
が
錆
等
に
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
回
ら
な
い
と
、
締
め
付
け
時
の
回
転
抵
抗
が
大
き

く
な
る
た
め
、
規
定
ト
ル
ク
で
締
め
付
け
て
も
、
必
要
な
軸
力
(締
結
力
)を
得
ら
れ
な
い
。

ハ ブ

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

ナ ッ ト

ワ
ッ
シ
ャ
ー
と
ホ
イ
ー
ル
間
の
摩
擦
が
、

締
め
付
け
時
の
回
転
抵
抗
と
な
る
。

こ
の
部
分
が
固
着

固
着

本
来
必
要
な
軸
力

抵
抗
で
小
さ
く

な
っ
た
軸
力

-39-



３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(５
)
IS
O方
式
ナ
ッ
ト
ワ
ッ
シ
ャ
ー
の
固
着
に
よ
る
緩
み
発
生

③
軸
力
(締
結
力
)が
小
さ
く
、
ま
た
、
走
行
振
動
が
ナ
ッ
ト
に
直
接
伝
わ
る
た
め
、
ナ
ッ
ト
が
緩
み
や
す
い
。

ハ ブ

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

ナ ッ ト

走 行 振 動

ナ
ッ
ト
に
直
接
振
動
が

伝
わ
り
、
緩
む
。

こ
の
部
分
が
固
着

ガ
タ
ガ
タ
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(５
)
IS
O方
式
ナ
ッ
ト
ワ
ッ
シ
ャ
ー
の
固
着
に
よ
る
緩
み
発
生

③
緩
み
が
進
み
、
ナ
ッ
ト
が
外
れ
る
。
そ
の
後
ホ
イ
ー
ル
も
外
れ
る
。

ハ ブ

ホ イ ー ル

ホ イ ー ル

走 行 振 動

ポ
ロ
リ

ナ ッ ト

＜
ポ
イ
ン
ト
＞

ワ
ッ
シ
ャ
ー
の
回
転
の
渋
い
ナ
ッ
ト
は
再
使
用
し
な

い
。

締
め
付
け
時
に
ナ
ッ
ト
ｰ
ワ
ッ
シ
ャ
ー
間
の
回
転
部

分
に
エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
な
ど
の
指
定
油
脂
を
薄
く

塗
布
す
る
。

こ
の
部
分
に
塗
布
す
る

ワ
ッ
シ
ャ
ー
の
ホ
イ
ー
ル
側

当
た
り
面
に
は
塗
布
し
な
い

ボ
ル
ト
ネ
ジ
山
の
清
掃
と

指
定
油
脂
の
塗
布
も
忘
れ
ず
に
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム

(参
考
）
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
が
新
品
の
場
合
と
錆
を
落
と
さ
な
い
場
合
の
「
軸
力
」
の
差

①
新
品
の
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
を
使
用
し
、
ト
ル
ク
6
00
N
･
m
で
締
め
付
け
る
と
、
軸
力
は
約
2
00
k
N
ま
で
上
が
る
。

「
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
に
係
る
調
査
検
討

W
G
」
中
間
と
り
ま
と
め
に
お
け
る
検
証
結
果
よ
り

ハ ブ

ホ イ ー ル

ナ ッ ト

軸
力

20
0k

N

軸
力

20
0k

N

軸
力
＝
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
の
締
め
込
み
に
よ
り
、

ホ
イ
ー
ル
を
ハ
ブ
に
押
し
つ
け
る
力

新
品
の
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト

新
品
の

ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム

(参
考
）
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
が
新
品
の
場
合
と
錆
を
落
と
さ
な
い
場
合
の
「
軸
力
」
の
差

②
錆
を
落
と
さ
な
い
ま
ま
の
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
を
使
用
し
た
場
合
、
ト
ル
ク
6
00
N
･
m
で
締
め
付
け
て
も
、
錆
の

抵
抗
に
よ
り
軸
力
は
約
1
1
5k
Nま
で
し
か
上
が
ら
な
い
。

「
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
に
係
る
調
査
検
討

W
G
」
中
間
と
り
ま
と
め
に
お
け
る
検
証
結
果
よ
り

ハ ブ

ホ イ ー ル

軸
力

11
5k

N

軸
力

11
5k

N

錆
に
よ
る
抵
抗
の
た
め
、
同
じ
ト
ル
ク
で
締
め

付
け
て
も
約

85
kN
も
の
軸
力
の
差
が
出
る
。

→
そ
の
分
だ
け
緩
み
や
す
い

ナ ッ ト

錆
を
落
と
さ
な
い
状
態

新
品
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
に
置
き
換
え
る
と
、
約

40
0N
･m
で

締
め
付
け
た
時
の
軸
力
し
か
出
て
い
な
い
。

→
そ
の
分
だ
け
緩
み
や
す
い

錆
び
た

ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(６
)ボ
ル
ト
の
伸
び
、
ネ
ジ
山
の
傷
み
に
よ
る
緩
み
発
生

①
正
常
な
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
は
、
ネ
ジ
山
が
し
っ
か
り
か
み
合
う
こ
と
で
必
要
な
軸
力
(締
結
力
)を
維
持
し

て
い
る
。

ボ
ル
ト

ハ ブ

ワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ホ イ ー ル

必
要
な
軸
力
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(６
)ボ
ル
ト
の
伸
び
、
ネ
ジ
山
の
傷
み
に
よ
る
緩
み
発
生

②
ボ
ル
ト
が
伸
び
た
り
ネ
ジ
山
が
傷
ん
だ
り
し
て
い
る
と
、
ネ
ジ
山
が
し
っ
か
り
か
み
合
わ
な
い
た
め
、
軸

力
(締
結
力
)を
維
持
で
き
な
い
。
ま
た
、
傷
や
損
傷
が
抵
抗
に
な
り
必
要
な
軸
力
が
得
ら
れ
な
い
。

ボ
ル
ト

ハ ブ

ワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ホ イ ー ル

低
下
し
た
軸
力

ネ
ジ
山
同
士
の

接
触
面
積
が
小
さ
い
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(６
)ボ
ル
ト
の
伸
び
、
ネ
ジ
山
の
傷
み
に
よ
る
緩
み
発
生

③
走
行
振
動
に
よ
り
緩
む
。
最
終
的
に
ナ
ッ
ト
が
外
れ
、
ホ
イ
ー
ル
も
外
れ
る
。

ボ
ル
ト

ハ ブ

ナ
ッ
ト

ワ ッ シ ャ ー

ホ イ ー ル
走 行 振 動
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(６
)ボ
ル
ト
の
伸
び
、
ネ
ジ
山
の
傷
み
に
よ
る
緩
み
発
生

防
ぐ
た
め
に
は

→
規
定
ト
ル
ク
を
守
っ
て
ボ
ル
ト
の
伸
び
、
ネ
ジ
山
の
傷
み
を
防
ぐ
。

伸
び
た
ボ
ル
ト
、
ネ
ジ
山
の
傷
ん
だ
ボ
ル
ト
は
再
利
用
せ
ず
交
換
す
る
。

②
全
て
の
ナ
ッ
ト
を
仮
締
め
し
て
か
ら
ト
ル
ク
レ
ン
チ
で
締
め
込
む
。

→
イ
ン
パ
ク
ト
レ
ン
チ
で
ガ
チ
ガ
チ
に
締
め
付
け
て
か
ら
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を
使
っ
て

も
意
味
が
無
い
。

→
イ
ン
パ
ク
ト
レ
ン
チ
を
使
用
す
る
場
合
は
、
エ
ア
圧
力
を
下
げ
た
状
態
で
仮
締

め
ま
で
と
し
、
最
後
に
ト
ル
ク
レ
ン
チ
で
締
め
込
む
。

→
特
に
、
ナ
ッ
ト
を
ボ
ル
ト
先
端
か
ら
一
気
に
締
め
込
む
と
、
慣
性
に
よ
り
ナ
ッ
ト
の

回
転
に
勢
い
が
付
き
、
想
像
以
上
に
締
め
付
け
ト
ル
ク
が
上
が
っ
て
し
ま
う
。

①
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を
使
い
、
規
定
ト
ル
ク
で
締
め
付
け
る
。

→
「
と
に
か
く
強
く
締
め
れ
ば
い
い
」
と
い
う
感
覚
で
は
、
ボ
ル
ト
の
傷
み
は
急
速

に
進
む
（
最
悪
の
場
合
、
ボ
ル
ト
が
折
れ
る
）
。

→
「
規
定
ト
ル
ク
の
1～
２
割
増
し
」
で
も
、
ボ
ル
ト
の
傷
み
は
進
む
。

→
規
定
ト
ル
ク
を
守
り
、
増
し
締
め
や
日
常
点
検
を
し
っ
か
り
行
う
こ
と
が
、
ボ
ル

ト
の
寿
命
を
延
ば
す
第
一
歩
。

ボ
ル
ト
の
伸
び
、
ネ
ジ
山
の
傷
み
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト
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７
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(６
)ボ
ル
ト
の
伸
び
、
ネ
ジ
山
の
傷
み
に
よ
る
緩
み
発
生

過
大
な
ト
ル
ク
で
の
締
め
付
け
に
よ
り
伸
び
た
ホ
イ
ー
ル
ボ
ル
ト

資
料
提
供
：（
有
）
う
る
し
山
タ
イ
ヤ
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(７
)ボ
ル
ト
の
痩
せ
に
よ
る
緩
み
発
生

①
正
常
な
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
は
、
ネ
ジ
山
が
し
っ
か
り
か
み
合
う
こ
と
で
必
要
な
軸
力
(締
結
力
)を
維
持
し

て
い
る
。

ボ
ル
ト

ハ ブ

ワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ホ イ ー ル

必
要
な
軸
力
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(７
)ボ
ル
ト
の
痩
せ
に
よ
る
緩
み
発
生

②
ボ
ル
ト
の
錆
が
ひ
ど
い
場
合
、
錆
を
落
と
し
て
も
元
の
ボ
ル
ト
よ
り
も
「
痩
せ
た
」
状
態
と
な
る
。

ボ
ル
ト

ハ ブ

落
と
し
た
錆
の
分
だ
け

ボ
ル
ト
が
「
痩
せ
る
」
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(７
)ボ
ル
ト
の
痩
せ
に
よ
る
緩
み
発
生

③
ボ
ル
ト
が
痩
せ
て
い
る
と
、
ネ
ジ
山
が
し
っ
か
り
か
み
合
わ
な
い
た
め
、
軸
力
(締
結
力
)を
維
持
で
き
な

い
。

ボ
ル
ト

ハ ブ

ワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ホ イ ー ル

ネ
ジ
山
同
士
の

接
触
面
積
が
小
さ
い

低
下
し
た
軸
力
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

(７
)ボ
ル
ト
の
痩
せ
に
よ
る
緩
み
発
生

④
走
行
振
動
に
よ
り
緩
む
。
最
終
的
に
ナ
ッ
ト
が
外
れ
、
ホ
イ
ー
ル
も
外
れ
る
。

ボ
ル
ト

ハ ブ

ワ ッ シ ャ ー
ナ
ッ
ト

ホ イ ー ル
走 行 振 動

＜
ポ
イ
ン
ト
＞

ボ
ル
ト
の
錆
が
ひ
ど
い
場
合
、
錆
を
落
と
し
て
も
元

ど
お
り
に
は
戻
ら
な
い
。

錆
の
ひ
ど
い
ボ
ル
ト
は
再
使
用
せ
ず
交
換
す
る
。

薄
い
錆
の
積
み
重
ね
で
も
同
じ
こ
と
と
な
る
。

ネ
ジ
山
に
エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
な
ど
の
指
定
油
脂
を

塗
る
こ
と
も
忘
れ
ず
に
。
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３
．
事
故
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
推
定
）

ま
と
め こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
他
に
も
ナ
ッ
ト
が
緩
む
要
因
は
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
複
合
的

に
発
生
す
る
こ
と
に
よ
り
、
車
輪
脱
落
事
故
の
発
生
に
至
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。 よ
っ
て
、
車
輪
脱
落
事
故
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
取
組
の
全
て
を
確
実
に

実
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
必
要
な
知
識
を
持
っ
た
者
が
正
し
い
手
順
に
よ
り
タ
イ
ヤ
交
換
作
業
を
行
う

と
と
も
に
、
ホ
イ
ー
ル
、
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
及
び
ハ
ブ
の
状
況
を
確
認
し
、

状
況
に
応
じ
、
そ
れ
ら
の
交
換
も
含
め
た
必
要
な
措
置
を
行
う
（
特
に
錆
び

て
い
る
場
合
に
注
意
）
。

・
タ
イ
ヤ
交
換
作
業
後
50
～
10
0
km
走
行
後
に
、
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を
使
用
し
、
必

ず
規
定
ト
ル
ク
で
ナ
ッ
ト
の
増
し
締
め
を
行
う
。

・
一
日
一
回
運
行
前
の
日
常
点
検
で
、
ナ
ッ
ト
の
緩
み
の
有
無
を
必
ず
確
認
す

る
と
と
も
に
、
錆
汁
の
痕
跡
と
い
っ
た
予
兆
を
見
逃
さ
ず
、
必
要
な
措
置
を

行
う
。
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４
．
車
輪
脱
着
作
業
手
順
（
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト
）

◎
車
輪
取
付
を
正
し
く
行
い
、
日
々
の
点

検
を
行
う
こ
と
に
よ
り
車
輪
脱
落
事
故

を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
す
。

◎
特
に
東
北
地
方
で
は
、
ホ
イ
ー
ル
、
ボ

ル
ト
、
ナ
ッ
ト
及
び
ハ
ブ
の
錆
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
車
輪
取
付
作
業
方
法
や
点
検
方
法
の
情

報
は
、
東
北
運
輸
局
特
別
ペ
ー
ジ
に
集

約
し
た
の
で
再
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
特
に
注
意
願
い
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ

た
も
の
を
「
車
輪
脱
落
を
防
ぐ
４
つ
の

ポ
イ
ン
ト
」
と
し
て
周
知
し
て
い
ま
す
。

脱
落
防
止
は
ま
ず
点
検
・
・
・
・
・
・
・

ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
の
清
掃
及
び
給
脂
・
・

規
定
ト
ル
ク
で
確
実
な
締
め
付
け
・
・
・

日
常
点
検
（
運
行
前
点
検
）
で
の
確
認
・
・

お ち な い
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５
．
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
特
別
ペ
ー
ジ
の
紹
介

◎
今
般
、
東
北
運
輸
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
、
大
型
車
の

車
輪
脱
落
事
故
防
止
に
関
す
る
情
報
を
集
約
し
た
特
別
ペ
ー

ジ
を
開
設
し
ま
し
た
。

◎
本
資
料
も
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
車
輪
脱
落
事
故
防
止
の

た
め
社
内
教
育
等
の
場
面
で
の
ご
活
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

東
北
運
輸
局
特
別
ペ
ー
ジ
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

動画はこちら→

タイヤが歩行者に衝突するなど重大な事故に
発展するおそれがあります。

国土交通省東北運輸局

◎ホイールボルト・ナットの清掃の実施 ◎著しく錆びたホイールボルト・ナットの使用禁止
◎ホイールボルト・ナットへの給脂 ◎規定トルクによるホイールナットの締め付け
◎日常点検整備の確実な実施 ◎タイヤ交換後、５０ｋｍ～１００ｋｍ走行後の増し締め

車輪脱落事故の
恐ろしさを知って！！

車輪脱落事故を起こした車両の
ワッシャー付ホイール・ナット

潤滑剤の塗布箇所
※ナットとワッシャーの間に、潤滑剤を忘れ
ずに塗布してください

日常点検整備の
動画はこちら→

大型車のタイヤ交換等には守っていただくルールがあります。

適切な作業をお願いします！！

裏面もご覧ください。
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≪発表記者会 ：青森県政記者会≫ 

令和３ 年１ ０月２ ８日 

東北運輸局青森運輸支局 

 

事故ゼロを目指して！ 

大型車のホイール・ボルトの街頭点検を実施します 
～ 大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンの実施 ～ 

 

近年、大型車のホイール・ボルト、ナットのゆるみ等による車輪脱落事故の発生

件数は、全国的に増加傾向を示しており、昨年度は全国で１３１件発生し、青森県

内の車両においても３件の同事故が発生しています。 

青森運輸支局及び独立行政法人自動車技術総合機構東北検査部青森事務所、一般

社団法人青森県自動車整備振興会は、「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」

（９月から全国に先駆けて東北地域独自に実施中）の一環として、青森県警察の協

力のもと、大型車の運転者への指導・啓発を目的とした大型車のホイール・ボルト

の取り付け状況を確認する街頭点検を以下のとおり実施します。 

 

 日 時：令和3年11月2日（火）13:30～15:30（予定） 

              （13:15から事前打ち合わせを行います。） 

 場 所：国道７号（上り）青森市鶴ヶ坂（もしもしピット） 
 

(注)  雨天の際は、中止する場合がございます。なお、雨天による街頭点検の中止に関しまして 

は、下記の問い合わせ先（青森運輸支局）まで、ご確認願います。 

実施判断は当日（11月2日(火) 9:00）に行います。 

【問い合わせ先】 

 東北運輸局青森運輸支局 検査整備保安部門 滝沢、佐藤 

TEL ０１７－７１５－３３２０ 

※大型車の車輪脱落の防止等を目的とした 

街頭点検の模様（令和2年度） 
※青森運輸支局 車輪脱落事故防止チラシ 
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自動車技術総合機構からのお知らせ

運転者の視野遮へい物の
装着禁止について

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等が

令和2年1月31日付けで改正され、運転者の視野の

一部を遮へいする板状のものに関する装着禁止規定

が明確化されました。

これらについては、令和2年1月31日以降、自動

車の製作された日を問わず次に掲げる自動車に適用

されますのでお知らせします。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。

■対象となる自動車
●乗車定員11人以上の乗用自動車
●車両総重量3.5t超の貨物自動車
●大型特殊自動車

■装着していると基準不適合となる板状のものの例
●前面窓ガラス下部に装着するもの（窓ガラスへの接触状態を問わず）

●ワイパーに取付ける羽
●ワイパーを保護するカバー類

令和2年2月4日

掲示期限 令和3年2月4日

※窓ガラス下部の板 ※ワイパー羽 ※ワイパーを保護するカバー類
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令
和
３
年
度

指
定
整
備
事
業
者
の
処
分
状
況
一
覧
表

令
和
４
年
３
月
末
現
在

支
局

処
分
年
月

処
分

内
容

違
反

の
概

要

宮
城
令
和
３
年
５
月

自
動
車
特
定
整
備
事
業

【
自
動
車
特
定
整
備
事
業
関
係
】

１
文
書
警
告

・
不
正
改
造
状
態
で
の
車
検
手
続
。

保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
停
止

【
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
】

１
５
日
間

・
不
正
改
造
状
態
で
適
合
証
を
交
付
し
た
。

検
査
員
警
告

【
自
動
車
検
査
員
関
係
】

・
検
査
員
が
不
正
改
造
状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
合
証
に
証
明
し
た
。

秋
田
令
和
４
年
３
月

自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
停
止

【
自
動
車
特
定
整
備
事
業
関
係
】

１
１
０
日
間

・
特
定
整
備
作
業
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
停
止

【
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
】

１
５
日
間

・
法
令
の
規
定
を
遵
守
す
る
体
制
で
な
い
。

・
検
査
作
業
と
整
備
作
業
が
分
業
化
さ
れ
て
い
な
い
。

・
適
合
証
交
付
自
動
車
に
点
検
整
備
上
又
は
検
査
上
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

令
和
３
年
度

特
定
整
備
事
業
者
の
処
分
状
況
一
覧
表

令
和
４
年
３
月
末
現
在

支
局

処
分
年
月
日

処
分

内
容

違
反

の
概

要

青
森
令
和
３
年
９
月

自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
停
止

①
特
定
整
備
記
録
簿
の
虚
偽
記
載
。

１
２
０
日
間

②
特
定
整
備
記
録
簿
を
２
年
間
保
存
し
て
い
な
い
。

③
整
備
主
任
者
が
い
な
い
。

④
整
備
主
任
者
の
分
解
整
備
等
に
関
す
る
統
括
不
備
。

⑤
整
備
主
任
者
の
虚
偽
の
変
更
届
出
。
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令
和
２
年
度

指
定
整
備
事
業
者
の
処
分
状
況
一
覧
表

（
令
和
３
年
３
月
末
現
在
）

支
処
分
年
月

処
分

内
容

違
反

の
概

要
局 無

無
無

無

令
和
２
年
度

特
定
整
備
事
業
者
の
処
分
状
況
一
覧
表

（
令
和
３
年
３
月
末
現
在
）

支
処
分
年
月

処
分

内
容

違
反

の
概

要
局 無

無
無

無
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令
和
元
年
度
（
平
成
３
１
年
度
）

指
定
整
備
事
業
者
の
処
分
状
況
一
覧
表

（
令
和
２
年
３
月
末
現
在
）

支
処
分
年
月

処
分

内
容

違
反

の
概

要
局

宮
令
和
元
年

保
安
基
準
適
合
証
の
交

【
指
定
整
備
事
業
関
係
】

城
１
２
月

付
停
止

２
０
日
間

・
不
正
改
造
状
態
で
適
合
証
を
交
付
し
た
。
（
１
台
）

１
・
同
一
性
の
相
違
す
る
自
動
車
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
合
証
を
交
付
し
た
。
（
１
台
）

検
査
員
警
告

【
自
動
車
検
査
員
関
係
】

・
検
査
員
が
不
正
改
造
状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
合
証
に
証
明
し
た
。

・
検
査
員
が
同
一
性
の
相
違
す
る
自
動
車
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
合
証
に
証
明
し

た
。

福
令
和
２
年

自
動
車
分
解
整
備
事
業

【
自
動
車
分
解
事
業
関
係
】

島
３
月

の
停
止

２
０
日
間

・
分
解
整
備
記
録
簿
の
虚
偽
記
載
。

２
・
概
算
見
積
書
を
交
付
し
な
か
っ
た
。

指
定
自
動
車
整
備
事
業

・
ペ
ー
パ
ー
車
検
で
の
車
検
手
続
。
(１
台
)

の
指
定
の
取
消
し

・
不
正
改
造
状
態
で
の
車
検
手
続
。
（
１
台
）

検
査
員
解
任

１
名

【
指
定
整
備
事
業
関
係
】

検
査
員
警
告

１
名

・
点
検
整
備
及
び
検
査
を
全
て
実
施
せ
ず
に
適
合
証
を
交
付
し
た
。

・
不
正
改
造
状
態
で
適
合
証
を
交
付
し
た
。
（
１
台
）

・
故
意
以
外
に
よ
り
保
安
基
準
不
適
合
状
態
で
適
合
証
を
交
付
し
た
。

・
指
定
整
備
記
録
簿
の
虚
偽
記
載
。

【
自
動
車
検
査
員
関
係
】

・
検
査
員
が
検
査
を
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
合
証
に
証
明
し
た
。

・
検
査
員
が
不
正
改
造
状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
合
証
に
証
明
し
た
。
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令
和
元
年
度
（
平
成
３
１
年
度
）

分
解
整
備
事
業
者
の
処
分
状
況
一
覧
表

（
令
和
２
年
３
月
末
現
在
）

支
処
分
年
月

処
分

内
容

違
反

の
概

要
局

福
令
和
元
年
９

自
動
車
分
解
整
備
事
業

①
自
動
車
分
解
整
備
事
業
を
廃
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旨
を
３
０
日
以
内
に

島
月

の
取
消

届
け
出
し
な
か
っ
た
。

１ 福
令
和
元
年
９

自
動
車
分
解
整
備
事
業

①
自
動
車
分
解
整
備
事
業
を
廃
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旨
を
３
０
日
以
内
に

島
月

の
取
消

届
け
出
し
な
か
っ
た
。

２ 福
令
和
２
年
３

自
動
車
分
解
整
備
事
業

①
分
解
整
備
記
録
簿
の
虚
偽
記
載
。

島
月

の
停
止

②
概
算
見
積
書
を
交
付
し
な
か
っ
た
。

３
２
０
日
間

③
ペ
ー
パ
ー
車
検
で
の
車
検
手
続
。
(１
台
)

④
不
正
改
造
状
態
で
の
車
検
手
続
。
（
１
台
）
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令和４年３月２３日 

関東運輸局プレスリリース 

 

不正車検を行った民間車検場の指定取消処分 
 

栃木県日光市の指定自動車整備事業者に対して監査を実施したところ、

点検整備の全部を実施せず、また、故意により検査の一部を実施せずに、

７３６台の車両について車検手続を行うなどの道路運送車両法違反が確認

されました。このため、本日、関東運輸局は指定自動車整備事業の指定の

取消し等の行政処分を行いました。 

 

１．事業者及び事業場の名称  

有限会社マコト自動車整備工場（栃木県日光市）  

   

２．行政処分の内容（処分年月日 令和４年３月２３日）  

（１）自動車特定整備事業の停止 １０日間 

（２）指定自動車整備事業※１の指定の取消し  

（３）自動車検査員※２の解任命令 １名 

 

３．法令違反の主な内容  

（１）点検整備の全部を実施せず保安基準適合証を交付 

（道路運送車両法第 94 条の５第１項違反） 

（２）故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付 

（道路運送車両法第 94 条の５第１項違反） 

   （３）指定整備記録簿の虚偽記載 

      （道路運送車両法第 94 条の６第１項違反） 

 

４．違反の概要 

   （１）点検整備の全部未実施（５６２台） 

（２）故意による検査の一部未実施（３８４台） 

    注：1 台に複数の違反が確認されている車両があります。 

 

    

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 吉池・西村 
電話：045-211-725４ FAX：045-201-8813  

【配布先】 
横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ 
関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙  
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令和４年５月１６日 

関東運輸局プレスリリース 

 

不正車検を行った民間車検場の認証及び指定の取消処分 
 

東京都杉並区の指定自動車整備事業者に監査を実施したところ、点検

整備及び完成検査の全てを実施せず保安基準適合証を交付したこと、不

正改造状態での車検手続きをおこなったことなどの道路運送車両法違反

が確認されたため、本日、関東運輸局は自動車特定整備事業の認証及び

指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行いました。 

 

１．事業者及び事業場の名称  

株式会社杉並モータース（東京都杉並区）  

   

２．行政処分の内容（処分年月日 令和４年５月１６日）  

（１）自動車特定整備事業※１の認証の取消し 

（２）指定自動車整備事業※２の指定の取消し  

（３）自動車検査員※３の解任命令 ３名 

 

３．法令違反の主な内容  

（１）点検整備及び完成検査の全てを実施せず保安基準適合証を交付 

（道路運送車両法第 94 条の５第１項違反） 

   （２）故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付 

（道路運送車両法第 94 条の５第１項違反） 

（３）不正改造状態で車検手続き 

      （道路運送車両法第 94 条の５違反） 

 

４．違反の概要 

   （１）保安基準適合証の有効期間が超過し、再度交付する際の点検整備及び完成

検査の全部未実施（１２台） 

（２）二輪車の速度計誤差検査未実施（５３４台） 

（３）赤色点滅灯火（禁止灯火）装着状態での車検手続き（８台） 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 佐藤・西村 
電話：045-211-725４ FAX：045-201-8813  

【配布先】 
横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ 
関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙  
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令和４年５月３１日 

関東運輸局プレスリリース 

 

不正車検を行った民間車検場の指定の取消処分 
 

東京都北区の指定自動車整備事業者に監査を実施したところ、完成検

査の一部を実施せず保安基準適合証を交付したことなどの道路運送車両

法違反が確認されたため、本日、関東運輸局は指定自動車整備事業の指

定の取消しの行政処分を行いました。 

 

 

１．事業者及び事業場の名称  

事業者 株式会社ホンダカーズ東京中央（東京都世田谷区）  

事業場 株式会社ホンダカーズ東京中央 王子店（東京都北区） 

   

 

２．行政処分の内容（処分年月日 令和４年５月３１日）  

（１）指定自動車整備事業※１の指定の取消し 

 

 

３．法令違反の主な内容  

（１）故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付 

（道路運送車両法第 94 条の５第１項違反） 

    

 

４．違反の概要 

   （１）完成検査の一部（サイドスリップ検査）未実施（１１８７台） 

（２）完成検査の一部（点検整備後の検査機器による検査）未実施（４台）※ 

 ※（２）の４台は（１）の１１８７台に含まれる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 佐藤・西村 
電話：045-211-725４ FAX：045-201-8813  

【配布先】 
横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ 
関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙  
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令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 

関東運輸局プレスリリース 

 

不適切な検査を行った民間車検場の指定の取消処分 
 

群馬県多野郡神流町の指定自動車整備事業者に監査を実施したとこ

ろ、保安基準不適合状態で保安基準適合証を交付したことなどの道路運

送車両法違反が確認されたため、本日、関東運輸局は指定自動車整備事

業の指定の取消し等の行政処分を行いました。 

 

１．事業者及び事業場の名称  

有限会社宮前商会（群馬県多野郡神流町）  

   

２．行政処分の内容（処分年月日 令和４年６月１日）  

（１）自動車特定整備事業※１の停止 １０日間 

（２）指定自動車整備事業※２の指定の取消し  

（３）自動車検査員※３の解任命令 １名 

 

３．法令違反の主な内容  

（１）保安基準不適合状態で保安基準適合証を交付 

（道路運送車両法第 94 条の５第１項違反） 

   （２）完成検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付 

（道路運送車両法第 94 条の５第１項違反） 

（３）不正改造状態で車検手続き 

      （道路運送車両法第 94 条の５違反） 

 

４．違反の概要 

   （１）土砂等を運搬するダンプの荷台容積、排気ガス検査不適合等（１８台） 

（２）前照灯・排気ガス検査未実施等（５０台） 

（３）大型車用後部反射器の面積が不足した反射器を装着状態での車検手続き

（１台） 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 佐藤・西村 
電話：045-211-725４ FAX：045-201-8813  

【配布先】 
横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、群馬県政記者クラブ 
関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙  
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令和４年６月２１日

北 海 道 運 輸 局 自 動 車 技 術 安 全 部

整 備 ・ 保 安 課

指定自動車整備事業者に立入監査を実施したところ、完成検査の一部（スピ

ードメータ）を実施せず保安基準適合証を交付するなどの道路運送車両法違反

を確認したため、本日、北海道運輸局において指定自動車整備事業の指定の取

消処分を行いました。

１．事業者及び事業場の名称及び所在地

株式会社 小林自動車〔北海道札幌市〕

２．行政処分の内容（処分年月日 令和４年６月２１日）

（１）指定自動車整備事業の指定の取消し

（２）自動車検査員解任命令 １名

３．法令違反の主な内容

（１）故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付

（道路運送車両法第９４条の５第１項違反）

４．主な違反の概要

（１）完成検査の一部（スピードメーター検査）未実施（２７２台）

（２）上記（１）に係る指定整備記録簿の虚偽記載

不正車検を行った民間車検場の指定の取消処分

問い合せ先

北海道運輸局 自動車技術安全部 整備・保安課

担当：関、中村 電話番号：011-290-2752
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令和４年６月２１日 

                      自 動 車 技 術 安 全 部  

 

  

北陸信越運輸局長は、指定自動車整備事業者において道路運送車両法違反が確認されたため、

第94条の8第1項の規定に基づき、当該事業者に対し、下記のとおり行政処分を行うとともに事

業の改善を指示したので、お知らせします。 

記 

 
１ 事業者名（住所）  新潟トヨタ自動車株式会社（新潟県新潟市中央区） 

 

２ 違反を行った事業場名（所在地） 

番号 事業場名 所在地 

１ 新潟トヨタ自動車株式会社 新潟店 新潟県新潟市中央区 

２ 新潟トヨタ自動車株式会社 レクサス新潟 新潟県新潟市西区 

３ 新潟トヨタ自動車株式会社 三条店 新潟県三条市 

４ 新潟トヨタ自動車株式会社 豊栄店 新潟県新潟市北区 

５ 新潟トヨタ自動車株式会社 新津店 新潟県新潟市秋葉区 

 

３ 当該事業場に対する行政処分の内容 

 （１）指定の取消 

   ①新潟トヨタ自動車株式会社 新潟店 

   ②新潟トヨタ自動車株式会社 レクサス新潟 

 （２）保安基準適合証等の交付停止 

   ①新潟トヨタ自動車株式会社 三条店     ４０日間 

   ②新潟トヨタ自動車株式会社 豊栄店     ３０日間 

   ③新潟トヨタ自動車株式会社 新津店     ２５日間    

 （３）自動車検査員の解任 

   ①新潟トヨタ自動車株式会社 新潟店     ２名 

   ②新潟トヨタ自動車株式会社 レクサス新潟  ２名 

   ③新潟トヨタ自動車株式会社 新津店     １名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定自動車整備事業者の行政処分について 
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４ 主な違反の概要 

 上記の５事業場において、計 5９８台の自動車について次の違反行為が確認されました。 

 （１）点検整備を適切に実施せず保安基準適合証を交付（新潟店、三条店、豊栄店：21 台） 

 （２）故意により検査の一部を実施せずに適合証を交付（新潟店、レクサス新潟：310 台） 

 （３）故意により保安基準不適合状態で適合証を交付（新津店：1 台） 

 （４）指定整備記録簿を虚偽記載（新潟店：281 台） 

    ※対象台数計は１台の車両が複数の違反行為となっているものもあり、各違反行為の合計値と一致 

いたしません。 

 

５ その他 

なお、違反を行った事業場以外の同社事業場（９店舗）においても５日間の保安基準適合証

等の交付停止処分となります。 

 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 

・北陸信越運輸局自動車技術安全部 整備・保安課   担当 唐崎 、松永 

    ＴＥＬ ０２５－２８５－９１５５（直通） 
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（参考資料） 

自動車特定整備事業（認証工場） 

 一定の規模の作業場と作業機械、分解整備及び電子制御装置点検整備に従事する従業員を有す

る工場に対し、申請により、地方運輸局長が自動車特定整備事業の認証をしています。 

 この認証工場に車検を依頼した場合、認証工場は、運輸支局、自動車検査登録事務所等（いわ

ゆる「車検場」です。）に車両を持ち込んで検査を受けます。 
 

指定自動車整備事業（指定工場） 

自動車特定整備事業者のうち、自動車の整備について一定の基準に適合する設備、技術及び管

理組織を有するほか、自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車の検査を行う者（「自動車検査

員」と言います。）を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものに

ついて、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。 

 この指定工場に車検を依頼した場合、指定工場では、自動車の点検整備を行い、自動車検査員

が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証を交付します。この保安基準

適合証を運輸支局、自動車検査登録事務所等に提出することにより、車両の持ち込みが省略でき

ます。 

 

自動車検査員 

自動車整備事業者において、自動車の検査を行い保安基準の適合性を証明する者で、一定の要

件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任します。 

 

道路運送車両法（抜粋）（昭和二十六年法律第百八十五号） 

（保安基準適合証等） 

第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車（検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を

除く。）を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合し

なくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該

自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合

証及び保安基準適合標章（第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに

第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及

び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証）を依頼者に交付しなければならない。ただ

し、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受け

ていなければ、これらを交付してはならない。 

 

４ 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車

が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、

その証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通

省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部

分は、国土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。 

 

第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の

証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事

する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、

法令により公務に従事する職員とみなす。 
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